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立正大学校友立正大学校友立正大学校友立正大学校友委員会委員会委員会委員会細則細則細則細則                                                                                                                     第１章 総則 第２章 委員会の構成 第３章 細則の改廃    第４章 委員会の事務 第５章 雑則 附則  第１章第１章第１章第１章    総則総則総則総則    （名称）（名称）（名称）（名称）    第１条第１条第１条第１条    本細則は、立正大学校友会会則（以下「会則」という。）第１６条の定めにしたがって立正大学校友委員会（以下「本委員会」という。）について定める。 （（（（委員会の任務委員会の任務委員会の任務委員会の任務））））    第２条第２条第２条第２条        本委員会は委員長の諮問事項、立正大学校友会会則に定める事項、立正大学校友会の運営に必要な事項、ならびに構成団体の運営と支援協力等について審議する。 （（（（設置設置設置設置））））    第３条第３条第３条第３条    本委員会を立正大学大崎校舎内に置く。 第２章第２章第２章第２章    委員委員委員委員会の構成会の構成会の構成会の構成    （（（（委員委員委員委員））））    第第第第４４４４条条条条    本委員会は、以下の委員をもって構成する。 １．委員長                        １名（校友会長） ２．副委員長                        ２名（校友会副会長・同窓会長） ３．顧問                         １名（校友会顧問） ４．監事                         １名（校友会監事） ５．委員                  １．大学事務局長                   １名   ２．校友課長                     １名 ３．立正大学同窓会選出委員              ２名 ４．立正大学短期大学部・保育専門学校同窓会選出委員  １名（会長） ５．立正大学郵政会選出委員              １名（会長） （オブザーバー）（オブザーバー）（オブザーバー）（オブザーバー） 第５条第５条第５条第５条 委員長は必要に応じて委員以外の者の本委員会への出席を許可し、その意見を聴取することができる。   
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（委員の任期）（委員の任期）（委員の任期）（委員の任期）    第６条第６条第６条第６条    第４条に定める委員の任期は１期３年とし再任を妨げない。 ２．委員が任期途中で退任した場合、後任委員の任期は前任者の残任期間とする。 （委員の（委員の（委員の（委員の責務）責務）責務）責務） 第第第第７７７７条条条条    第４条に定める委員の責務は次のとおりとする。 １．委員長は本委員会を代表し、委員会を招集してその議長となる。    ２．副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその責務を代行する。 ３．顧問は委員長の諮問事項および本委員会の運営について助言し意見を述べることができる。 ４．監事は本委員会の事業を監査する。 ５．第４条第５項第３号から第５号に定める委員はその選出団体を代表し、委員長の諮問事項について意見を述べ本委員会の運営にあたる。 ６．第４条第５項第１号から第２号に定める委員はその職責において委員長の諮問事項について意見を述べ本委員会の運営にあたる。 （（（（委員会委員会委員会委員会のののの開催開催開催開催・成立・議決・成立・議決・成立・議決・成立・議決））））    第第第第８８８８条条条条    本委員会は委員長が招集し原則として年３回開催する。 ２．委員長が必要と認めるとき、または委員の３分の２以上の要請があるときは委員長は本委員会を開催する。 ３．本委員会は委任状を含め委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数により議決する。 第第第第３３３３章章章章    細則細則細則細則のののの改廃改廃改廃改廃    （改廃）（改廃）（改廃）（改廃）        第第第第９９９９条条条条    本委員会の細則の改廃は委員長の発議により出席委員の過半数以上の議決による。 第第第第４４４４章章章章    委員会の委員会の委員会の委員会の事務事務事務事務    （（（（事務局事務局事務局事務局））））    第第第第１１１１００００条条条条    本委員会の事務は校友課が所管する。 第第第第５５５５章章章章    雑則雑則雑則雑則    （雑則）（雑則）（雑則）（雑則）    第１第１第１第１１１１１条条条条    第４条に定める委員は無給とする。 ２．第４条第５項第３号から第５号に定める委員の旅費交通費、宿泊費は学園旅費規程を準用して当該団体が支弁する。ただし、日当・鉄道グリーン料金および航空機特別席料金はこれを支給しない。     附則附則附則附則    １．平成２１年４月１日制定、平成２１年４月１日施行。 ２．平成２３年４月２０日改正、平成２３年４月１日施行。 


